
町からのお知らせ ニュース＆ 町からのお知らせ ニュース＆

◆
特
別
版

　

野
沢
祭
礼
の
模
様
、
こ
ゆ
り
こ

ど
も
園
運
動
会
の
模
様
を
特
別
版

と
し
て
お
届
け
し
ま
す
。

◆
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
随
時
受
付
中

　

低
価
格
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
広
告

を
情
報
提
供
に
お
役
立
て
く
だ
さ

い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

（
一
社
）西
会
津
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト

　

☎
45
―
４
４
６
１

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

さ
ゆ
り
チ
ャ
ン
ネ
ル

10
月
の
放
送
案
内

お知らせ
INFORMATION

国
保
の
手
続
き
は

済
ん
で
い
ま
す
か
？

　

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
ま
た

は
脱
退
し
た
時
は
、
14
日
以
内
に

国
保
の
変
更
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
手
続
き
は
同
世
帯
の
家

族
で
も
可
能
で
す
。

◆
手
続
き
が
遅
れ
る
と
…

　

国
保
税
が
請
求
さ
れ
続
け
た

り
、
一
度
に
納
め
る
税
額
が
高
額

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
国
保
の
資
格
喪
失
後
に
誤
っ

て
国
保
の
保
険
証
で
医
療
機
関
を

受
診
し
た
場
合
、
国
保
が
負
担
し

た
医
療
費
を
返
還
す
る
必
要
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

国
保
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

ひ
と
り
親
家
庭
の

医
療
費
を
助
成

　

町
で
は
、
18
歳
ま
で
の
子
ど
も

が
い
る
父
子
・
母
子
家
庭
な
ど
に

対
し
、
所
得
に
応
じ
て
医
療
費
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
受
給

資
格
の
登
録
を
希
望
す
る
場
合

は
、
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
す
で
に
登
録
済
み
で
受

給
者
証
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
、

町
か
ら
更
新
手
続
き
の
お
知
ら
せ

が
届
き
ま
す
の
で
、
申
請
期
限
ま

で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
類
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

国
保
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

▲ オレンジ色が地元店舗専
用券。3,000円分を配付

▲ 水色が共通券。2,000円
分を配付

　町では、エネルギー・食料品価格などの物価高騰

の影響を受けた生活などの個人消費の再生と町内経

済の活性化を図るため、町民一人当たり 5,000 円

の「西会津町消費再生商品券」を配付します。

◆利用期限について
令和５年 12 月 31 日（日）まで

◆利用できる事業所について
○ 同封している「西会津町消費再生商品券・取扱店

一覧」に記載のある事業所などで利用できます。

詳細は、町ホームページでも確認できます。

○ 利用できる事業所などには「西会津町消費再生商

品券取扱店」の表示がありますので、利用時に確

認してください。

○ 今後、事業所情報が変更される場合は随時ケーブ

ルテレビのデータ放送や町ホームページなどでお

知らせします。

○ 商品券の取り扱いを希望する事業者は、西会津町

商工会に問い合わせください。

“ 西会津町消費再生商品券 ” を配付します

◆商品券について
　世帯主宛てに世帯人数分の商品券を送付します。

◆基準日
　令和５年８月１日に西会津町に住民票がある人が

対象です。８月２日以降に転入、出生した人は対象

になりませんので注意してください。

◆配付時期
　ゆうパックで９月中旬から配付するため、地区や

家庭により配付時期が異なります。「近所が届いて

いるのに、まだ自分には届いていない」ということ

もありますので、あらかじめご了承ください。

〈問い合わせ先〉
◎商品券の取扱全般、取扱事業者について
　町商工会　☎４５―３２３５

◎商品券事業全般、配達関係について
　商工観光課　商工観光係　☎４５―２２１３

西会津町消費再生商品券（見本）

倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
に

よ
る
離
職
（
非
自
発
的
失
業
者
）

に
対
す
る
軽
減

　

倒
産
や
解
雇
な
ど
や
む
を
得
な

い
理
由
で
離
職
さ
れ
た
人
は
、
申

請
に
よ
り
国
保
税
が
軽
減
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
対
象
者

○
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の
人

○
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受

け
る
人
で
、「
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
」
の
離
職
理
由
コ
ー

ド
が
、
11
、
12
、
21
、
22
、

23
、
31
、
32
、
33
、
34
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人

◆
軽
減
の
内
容

　

国
保
税
は
前
年
度
所
得
な
ど
を

基
に
算
定
さ
れ
ま
す
が
、
軽
減
に

該
当
し
た
場
合
は
、
離
職
者
の
前

年
度
給
与
所
得
を
３
割
に
減
額
し

た
額
と
見
な
し
て
算
定
し
ま
す
。

◆
軽
減
期
間

　

離
職
し
た
翌
日
か
ら
翌
年
度
末

ま
で

※
な
お
、
介
護
保
険
制
度
（
福

祉
介
護
課
☎
45
―
２
２
１
４
）

や
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度（
健

康
増
進
課
☎
45
―
４
５
３
２
）

も
同
様
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
各
担
当
ま
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

町
民
税
務
課　

税
務
係

　

☎
45
―
２
２
１
２

国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
に
つ
い
て

運
転
免
許
証
の

自

主

返

納

を

支

援

し

ま

す

　

町
で
は
、
車
の
運
転
に
不
安
の

あ
る
高
齢
者
の
運
転
免
許
証
の
自

主
返
納
を
促
進
し
、
高
齢
運
転
者

に
よ
る
交
通
事
故
の
減
少
を
図
る

た
め
、
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支

援
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象
者

　

運
転
経
歴
証
明
書
が
発
行
さ
れ

た
65
歳
以
上
の
人

※
運
転
経
歴
証
明
書
は
警
察
署
で

交
付
申
請
手
続
き
を
行
っ
て
い

ま
す
。
運
転
免
許
の
更
新
を
せ

ず
失
効
し
た
人
も
、
運
転
経
歴

証
明
書
が
発
行
で
き
ま
す
。

◆
支
援
内
容

　

町
民
バ
ス
回
数
券
・
タ
ク
シ
ー

利
用
券
・
町
共
通
商
品
券
の
中
か

ら
３
万
円
相
当
。

　

支
援
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
左
記
ま
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

町
民
税
務
課　

町
民
生
活
係

　

☎
45
―
２
２
１
５

町では、エネルギー価格高騰の影響を受けている町内事業者を支援するため、補助金を交付します。

エネルギー価格高騰の影響を受けている町内事業者を支援します！

◆対象者
町内業者

◆対象経費
業務を行う上で使用した「電気」や「燃料（重

油やガソリンなど）」にかかる経費

◆補助要件
町内業者「令和５年１月～６月までの任意の

４か月の合計額」から「令和２年～令和４年の
任意の同月の合計額」を差し引いた金額が２万
円以上であること。

◆補助率
２分の１

◆補助金額
下限１万円～上限 100 万円

◆申請期限
令和５年 10 月 31 日まで【期限厳守】

※詳しくは下記まで問い合わせください。
〈申請・問い合わせ先〉
町商工会　☎４５－３２３５

広報にしあいづ　2023・10広報にしあいづ　2023・10　││ 14141515　││　広報にしあいづ　2023・10広報にしあいづ　2023・10
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言
葉
を
育
む
に
は
、
早
期
か
ら

の
楽
し
い
関
わ
り
が
大
切
で
す
。

　

県
立
聴
覚
支
援
学
校
会
津
校
で

は
、
子
ど
も
の
様
子
や
相
談
内
容

に
応
じ
て
、
一
緒
に
遊
ぶ
中
で
言

葉
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
づ
く

り
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
す
。
気
軽
に
相
談
く
だ

さ
い
。

◆
日
時

　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
（
年
末
年
始
・
祝
日
を
除
く
）

◆
場
所

県
立
聴
覚
支
援
学
校
会
津
校
内

「
み
み
ら
ん
ど
・
會
津
」

◆
対
象

　

聞
こ
え
や
言
葉
に
心
配
が
あ
る

乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

県
立
聴
覚
支
援
学
校
会
津
校

　

☎
０
２
４
２
―
22
―
１
２
８
６

ホームページ

はこちら▼

不
正
軽
油
撲
滅

強

化

月

間

　

県
で
は
、
毎
年
10
月
を
「
不
正

軽
油
撲
滅
強
化
月
間
」
と
定
め
、

関
係
団
体
な
ど
と
協
力
し
て
、
不

正
軽
油
の
排
除
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

軽
油
に
課
税
さ
れ
る
軽
油
取
引

税
を
脱
税
す
る
目
的
で
、
軽
油
に

灯
油
や
重
油
を
混
ぜ
る
な
ど
し
て

製
造
さ
れ
る
燃
料
、い
わ
ゆ
る「
不

正
軽
油
」
が
正
常
な
軽
油
と
偽
っ

て
販
売
・
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

◆
不
正
軽
油
を
作
ら
な
い
・
売
ら

な
い
・
買
わ
な
い
・
使
わ
な
い

　

不
正
軽
油
の
防
止
・
撲
滅
に

は
、
県
民
の
皆
さ
ん
の
協
力
と
情

報
提
供
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
不
正

軽
油
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、

左
記
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

〈
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

不
正
軽
油
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
県
庁
税
務
課
）

☎
０
２
４
―
５
２
１
―
７
２
０
５

会
津
地
方
振
興
局
県
税
部

　

☎
０
２
４
２
―
29
―
５
２
６
４

　

喜
多
方
税
務
署
で
は
、
事
業
者

向
け
の
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明

会
」
や
登
録
の
要
否
を
検
討
し
て

い
る
人
向
け
の
「
登
録
要
否
相
談

会
」（
個
別
相
談
）
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

説
明
会
は
、
事
前
予
約
制
で
す

の
で
、
参
加
希
望
者
は
申
込
先
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
各
回

と
も
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付
を

終
了
し
ま
す
。

◆
日
時

10
月
19
日
（
木
）

○
課
税
事
業
者
向
け

　

午
前
10
時
〜
正
午

○
免
税
事
業
者
向
け

　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

◆
定
員

　

各
回
20
人

◆
会
場

　

喜
多
方
税
務
署　

２
階
会
議
室

〈
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

喜
多
方
税
務
署　

調
査
部
門

　

☎
０
２
４
１
―
24
―
５
０
５
７

消

費

税

の

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

説
明
会
に
つ
い
て

聴
覚
障
が
い
乳
幼
児

子

育

て

相

談

「
み
み
ち
ゃ
ん
教
室
」

３
Ｒ（
ス
リ
ー
ア
ー
ル
）

推

進

月

間

　

国
で
は
、
循
環
型
社
会
の
構
築

に
向
け
３
Ｒ
（
ス
リ
ー
ア
ー
ル
）

の
取
り
組
み
を
推
進
し
て
お
り
、

10
月
は
そ
の
推
進
月
間
で
す
。

　

限
り
あ
る
資
源
を
未
来
の
世
代

に
つ
な
い
で
い
く
た
め
、
買
い
過

ぎ
を
控
え
る
、
物
を
大
切
に
使
う

な
ど
、
日
々
の
生
活
を
見
直
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

◆
３
Ｒ（
ス
リ
ー
ア
ー
ル
）と
は

リ
デ
ュ
ー
ス
（
ご
み

の
発
生
や
資
源
の
消

費
を
減
ら
す
こ
と
）

リ
ユ
ー
ス
（
物
や
資

源
を
繰
り
返
し
使
う

こ
と
）

リ
サ
イ
ク
ル
（
資
源

と
し
て
再
び
使
う
こ

と
）

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

町
民
税
務
課　

町
民
生
活
係

　

☎
45
―
２
２
１
５

会

津

学

生

寮

入
寮
生
募
集
！

　

会
津
学
生
寮
で
は
、
東
京
近
郊

の
大
学
に
就
学
す
る
男
子
学
生
を

対
象
に
、
令
和
６
年
度
入
寮
生
を

募
集
し
ま
す
。

◆
応
募
資
格

①
現
在
会
津
に
居
住
し
て
い
る
か

保
護
者
等
が
会
津
出
身
で
あ
る

な
ど
、会
津
に
縁
が
あ
る
こ
と
。

②
原
則
と
し
て
４
年
制
の
大
学
に

入
学
す
る
人
、
ま
た
は
第
２
学

年
に
進
級
す
る
在
学
生
。
あ
る

い
は
こ
れ
に
準
ず
る
人
。

③
心
身
と
も
に
健
康
で
共
同
生
活

の
で
き
る
男
子
学
生
。

◆
募
集
人
員

15
人
程
度

◆
募
集
期
間

　

令
和
６
年
１
月
11
日
（
木
）
〜

２
月
２
日
（
金
）
ま
で

〈
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

公
益
財
団
法
人　

会
津
学
生
寮

　

☎
０
３
―
３
９
４
７
―
０
３
２
５

▲会津学生寮

ホームページは

こちら

　町では、西会津産米のおいしさを客観的に評価し、町内　町では、西会津産米のおいしさを客観的に評価し、町内

外への情報発信を通じ、町内産米の知名度向上と販売強化外への情報発信を通じ、町内産米の知名度向上と販売強化

につなげるため、今年も「西会津一うまい米コンテスト」につなげるため、今年も「西会津一うまい米コンテスト」

を開催します。を開催します。

　今大会は 10 回目を迎え、節目の年となるため記念大会　今大会は 10 回目を迎え、節目の年となるため記念大会

とします。とします。

　手塩にかけて育てた自慢の米をぜひ出品してください。　手塩にかけて育てた自慢の米をぜひ出品してください。

◆部門◆部門
　◎コシヒカリ部門＝町内産コシヒカリ　◎コシヒカリ部門＝町内産コシヒカリ

　◎こだわりの品種部門＝上記以外の町内産米　◎こだわりの品種部門＝上記以外の町内産米

◆出品方法◆出品方法
　参加申込書および出品する玄米 500㌘（約３合）を　参加申込書および出品する玄米 500㌘（約３合）を

10 月 12 日（木）10 月 12 日（木）までまでに農林振興課へ提出に農林振興課へ提出

◆審査方法◆審査方法
　◎一次審査　◎一次審査

　 　食味計と整粒検査で測定し、上位５点が二　 　食味計と整粒検査で測定し、上位５点が二

次審査へ進みます。５点に選ばれた場合、同次審査へ進みます。５点に選ばれた場合、同

じほ場の玄米５㌕を提供してもらいます。「こじほ場の玄米５㌕を提供してもらいます。「こ

だわりの品種部門」は最上位に選ばれた米をだわりの品種部門」は最上位に選ばれた米を

奨励賞として二次審査は行いません。奨励賞として二次審査は行いません。

　◎二次審査　◎二次審査

　 　食味値上位５点の米を審査員が実食し、最　 　食味値上位５点の米を審査員が実食し、最

優秀賞１点、特別審査員賞１点、優秀賞３点優秀賞１点、特別審査員賞１点、優秀賞３点

を決定します。を決定します。

〈申込・問い合わせ先〉〈申込・問い合わせ先〉
　農林振興課　農政係　☎４５―４５３１　農林振興課　農政係　☎４５―４５３１

自慢の米を大募集！自慢の米を大募集！
「第 10回記念大会 西会津一うまい米コンテスト」「第 10回記念大会 西会津一うまい米コンテスト」

農
林
水
産
物
緊
急
時

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
事
業

を
実
施
し
ま
す

　

県
で
は
、
山
菜
・
野
生
キ
ノ
コ

の
出
荷
制
限
解
除
に
向
け
た
取
り

組
み
の
一
環
と
し
て
、
次
に
よ
り

町
内
で
検
体
の
探
索
と
採
取
を
計

画
し
て
い
ま
す
。

　

期
間
中
は
県
か
ら
委
託
を
受
け

た
業
者
が
山
に
入
り
、
山
菜
や
野

生
キ
ノ
コ
を
探
索
、
採
取
し
ま
す

の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆
採
取
予
定
期
間

　

令
和
５
年
12
月
ま
で

◆
対
象
品
目

　

ナ
ラ
タ
ケ
、
ヒ
ラ
タ
ケ
、
ブ
ナ

ハ
リ
タ
ケ

◆
採
取
量

　

基
本
的
に
町
内
全
域
か
ら
満
遍

な
く
採
取
し
、
１
検
体
当
た
り

５
０
０
㌘
か
ら
１
０
０
０
㌘
程
度

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

県
会
津
農
林
事
務
所

　

森
林
林
業
部　

林
業
課

　

☎
０
２
４
１
―
24
―
５
７
３
４

　

町
農
林
振
興
課　

林
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

ク
マ
の
誘
因
物

管
理
の
お
願
い

　

こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
冬
眠
す

る
た
め
の
エ
サ
を
求
め
て
人
里
周

辺
に
ク
マ
が
出
没
す
る
可
能
性
が

野
生
キ
ノ
コ
な
ど
の

出
荷
に
お
け
る
注
意

　

マ
イ
タ
ケ
、
ナ
メ
コ
、
ム
キ
タ

ケ
、
ク
リ
タ
ケ
を
除
く
野
生
キ
ノ

コ
は
全
て
出
荷
制
限
品
目
に
指
定

さ
れ
て
お
り
、
出
荷
で
き
ま
せ

ん
。
昨
今
、
フ
リ
マ
ア
プ
リ
な
ど

を
介
し
た
個
人
売
買
に
よ
る
山

菜
・
野
生
キ
ノ
コ
の
出
荷
も
確
認

さ
れ
て
い
る
た
め
、

利
用
す
る
際
は
十

分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

農
林
振
興
課　

林
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

高
ま
り
ま
す
。
ク
マ
の
エ
サ
と
な

る
米
ぬ
か
や
生
ゴ
ミ
な
ど
は
屋
外

に
放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
屋
内
に
保
管
し
て
あ
る
米
ぬ

か
な
ど
を
狙
っ
て
、
屋
内
に
進
入

す
る
事
例
も
発
生
し
て
い
ま
す
の

で
、
玄
関
や
窓
の
戸
締
り
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

農
林
振
興
課　

林
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

　

秋
の
農
作
物
の
収
穫
時
期
を
迎

え
て
い
ま
す
。
農
作
業
中
の
事
故

は
、
農
作
業
機
械
を
使
用
す
る
際

の
不
注
意
や
、
操
作
の
誤
り
が
原

因
で
発
生
し
て
い
ま
す
。
ゆ
と
り

あ
る
計
画
的
な
作
業
を
心
掛
け
、

事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

◆
次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

○
安
全
確
認
を
行
い
、
誤
操
作
を

起
こ
さ
な
い
よ
う
注
意
を
払
い

作
業
す
る

○
ほ
場
へ
の
進
入
、
脱
出
時
、
畦

越
え
時
は
特
に
注
意
す
る

○
道
路
を
走
行
す
る
際
は
安
全
な

速
度
で
移
動
す
る　

な
ど

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

農
林
振
興
課　

農
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

秋
の
農
作
業
事
故
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
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町からのお知らせ ニュース＆

里
親
入
門
講
座

を
開
催
し
ま
す

　

毎
年
10
月
は
里
親
月
間
で
す
。

里
親
に
つ
い
て
の
理
解
を
図
り
、

里
親
に
な
っ
て
も
ら
え
る
人
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

会
津
児
童
相
談
所
で
は
、「
里

親
入
門
講
座
」
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。
本
講
座
で
は
、
地
域

の
子
育
て
支
援
の
ひ
と
つ
で
あ
る

「
里
親
」
に
つ
い
て
の
講
義
や
体

験
談
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

参
加
は
無
料
で
、
事
前
に
電
話

な
ど
に
よ
る
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
左
記
ま
で
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

10
月
24
日
（
火
）

　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

◆
会
場

　

ピ
カ
リ
ン
ホ
ー
ル
（
会
津
若
松

市
役
所
北
会
津
支
所
内
）

◆
申
込
期
限

10
月
17
日
（
火
）

〈
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

会
津
児
童
相
談
所

　

☎
０
２
４
２̶

23̶

１
４
０
０
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消
防
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

を
開
催
し
ま
す

　

喜
多
方
消
防
本
部
で
は
、
第
19

回
消
防
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催

し
ま
す
。

　

防
災
・
消
防
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
体
験
が
で
き
ま
す
の
で
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

10
月
８
日
（
日
）

　

午
前
９
時
〜
12
時
30
分

　

喜
多
方
市
立
第
一
こ
ど
も
園
防

火
パ
レ
ー
ド

　

午
前
８
時
30
分
か
ら

◆
場
所

　

喜
多
方
消
防
本
部
敷
地
及
び
訓

練
棟
（
雨
天
時
は
消
防
署
車
庫
及

び
訓
練
棟
）

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

喜
多
方
市
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
０
２
４
１̶

22̶

６
２
１
３

申込期間：各開催日の前日まで
受付時間：午前 10時～午後５時

※参加費は無料ですが、事前に申込みが必要です

ススママーートトフフォォンン教教室室を開催します

◆対象者：どなたでも参加できます。（スマートフォンを所有していない人には貸出します）
◆定　員：各会場 10 人（先着受付順）

　総務省デジタル活用支援推進事業の一環として、スマートフォンの基本操作などを学ぶス
マホ教室を開催します。
時間単位でも１日だけの参加でも歓迎です。

第１回　10月 23 日（月）
午前の部　午前 10時～ 12 時
基本操作・画面の見方・カメラの使い方

午後の部　午後１時～４時
　アプリのインストール方法・地図アプリの使い方・

インターネットの使い方・注意点など
第２回　10月 24 日（火）

午前の部　午前 10時～ 12 時
　地図アプリの使い方・インターネットの使い方・

注意点など

午後の部　午後１時～４時
　LINE の使い方・個別自由相談会

会場：旧群岡中学校 会場：にぎわい番所ぷらっと（旧野口燃料）

第１回　11月８日（水）
午前の部　午前 10時～ 12 時
安全に使うポイント・インターネットの使い方・

注意点など

午後の部　午後１時～４時
　マイナポータルの活用方法・その他便利な機能の

紹介
第２回　11月９日（木）

午前の部　午前 10時～ 12 時
　SNS の利用方法・LINE の使い方・注意点など

午後の部　午後１時～４時
　地図アプリの使い方・個別自由相談会

主催：西会津町企画情報課、㈱エヌ・エス・シー
〈参加申込・問い合わせ先〉
　㈱エヌ・エス・シー　☎０２４２－２３－７７７１




